
別紙２

構成員に住民を
含むもの

構成員に住民を含まな
いもの（職員のみ）

平成２３年 13.2%　(5/38人) 17.4%　(45/258人) 28.6%  (164/573人) 11.5%  (39/339人) 20.9%  (253/1,208人) 70審議会中19

平成２４年 12.5%　(5/40人） 18.2%  (46/253人) 30.9%  (172/556人) 12.8%  (33/257人) 23.1%  (256/1,106人) 66審議会中16

平成２５年 12.5%  (5/40人) 18.8%  (46/245人) 31.1%  (162/521人) 11.7%  (36/309人) 22.3%  (249/1,115人) 62審議会中14

平成２６年 12.5%  (5/40人) 23.9%  (66/276人) 26.0%  (131/504人) 15.3%  (48/314人) 22.0%  (250/1,134人) 67審議会中18

平成２７年 12.8%  （5/39人) 26.1%  (66/253人) 26.0% (146/561人） 15.1%  (38/252人) 23.1%  (255/1,105人) 64審議会中15

平成２８年 12.8%  （5/39人) 28.5%  (69/242人) 27.1% (160/590人） 18.8%  (55/292人) 24.8%  (289/1,163人) 66審議会中13

平成２９年 13.2%　(5/38人) 26.1%  (63/241人) 28.7% (151/526人） 13.3% (35/263人) 23.8%  (254/1,068人) 64審議会中13

平成３０年 17.5%　(7/40人) 26.5%  (71/268人) 31.1% (168/541人） 20.5% (38/185人) 27.5%  (284/1,034人) 64審議会中11

平成３１年 20.0%　(8/40人) 27.1%  (72/266人) 31.9% (174/545人） 18.6% (38/204人) 27.7%  (292/1,055人) 66審議会中12

審議会等における女性委員の登用・参画率

※人数　（女性委員数／委員数）

基準日
（4月１日）

行政委員会
（教育委員会、選挙管
理委員会等、地方自治
法第１８０条の５に規定

されているもの）

法律又は条例に
より設置された

附属機関等
（都市計画審議会、社会教
育委員等、自治法第１３８

の４、第２０２条の３）

左記以外の審議会等
（規則、要綱、要領等により

設置された委員会、協議会等） 合　　計
女性委員を含まない

審議会等の数


